
相続財産管理人制度を活用した流通促進（案）

⑧空家の売買、精算

所有者不明の予防及び財産管理人制度活用による流通促進検討 （京丹後市）

課題と目的 相続登記の促進及び所有者不存在空家等の流通促進

取組内容 ・死亡届出手続等での相続登記啓発の取組を検討（パンフレット作成）

・司法書士等と連携し、財産管理制度を活用した空家等の流通化検討等

成果 ・相続登記ガイド（パンフレット）

・相続財産管理人制度を活用した流通促進（案）

相続登記促進パンフレット

内容

・相続登記を放置すること
のデメリット
・空家等の課題
・相続登記までのフロー
（ガイドマップ）
・相続の手続
・相続登記のすすめ
・登記の手続

・空家等の所有や管理に
関連する手続などのQ・A
・相続登記の手続を委託
するために集める資料

死亡手続等のタイミングで該当者
（固定資産がある）に配布

①所有者不存在空家等の把握

②空家等の査定

③空家等の活用者の募集

④空家等活用希望者の申込み

⑤相続財産管理人候補者選定

⑥相続財産管理人の選任申立て

⑦相続財産管理人の選任
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所有者等不存在、空家等の状
態等調査

空家、敷地、支障物等を勘案し査定

HP等で空家等活用希望者を募集

②の査定額（下限：予納金相当）
以上の買付証明により申込み

財産管理人の候補となる司法
書士を選定し市に通知

買付証明提示、管理人候補と
なる司法書士を推薦し申立て

必ずしも推薦した者が選任され
るとは限らない（裁判所の判断）

司法書士(相続財産管理人)⇔活用希望者
↑

宅地建物取引業者(売買の仲介)

新たな所有者による管理


